
（指－１０）
佐賀県

医 科

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計

1 1 2

0

40 40

0

個別指導 2 1 2 2 2 9

（新規指定）  0

集団指導 2 5 5 12

（新規指定） 0

集団指導 121 10 131

（更新） 0

集団指導 55 18 73

（新規登録） 0

集団指導 655 655

（改定時） 0

特定・共同指導 0

監　　査 0

歯 科

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計

1 1 1 1 4

0

29 29

0

個別指導 2 1 1 4

（新規指定） 0

集団指導 2 2 2 6

（新規指定） 0

集団指導 63 63

（更新） 0

集団指導 2 2

（新規登録） 0

集団指導 404 404

（改定時） 0

特定・共同指導 0

監　　査 0

※上段は計画・下段は実績。特定・共同指導及び監査は、当該年度実績であるため年度当初は空欄。

令和７年度 指導計画表

個別指導

集団的個別指導

個別指導

集団的個別指導
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（指－１０）
佐賀県

令和７年度 指導計画表

薬 局

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計

1 1 1 3

0

40 40

0

個別指導 1 1 2 2 2 1 1 10

（新規指定） 0

集団指導 5 7 2 14

（新規指定） 0

集団指導 48 5 53

（更新） 0

集団指導 20 5 25

（新規登録） 0

集団指導 494 494

（改定時） 0

特定・共同指導 0

監　　査 0

施設基準等調査

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計

4 6 5 3 3 6 7 4 4 6 2 50

0

0

0

0

0

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合 計

1 1

0

20 20

0

※上段は計画・下段は実績。特定・共同指導及び監査は、当該年度実績であるため年度当初は空欄。

訪問看護ステーション

個別指導

集団指導

個別指導

集団的個別指導

医　科

歯　科

薬　局
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（指－１１）

（個別指導）

全医療機関数
（Ａ）

県平均点
（Ｂ）

県平均点を
上回る件数

県平均点の
110％

（B×1.1）

県平均点の
110％を

上回る件数

全医療機関数
の8％

（Ａ×0.08）

対象
医療機関数

全医療機関数
の4％

（Ａ×0.04）

対象
医療機関数

75 55,335 26 60,868.5 18 6 6 3 3

13 39,589 8 43,547.9 2 1 1 1 1

7 71,940 3 79,134.0 2 1 1 0 0

95 8 8 4 4

全医療機関数
（Ａ）

県平均点
（Ｂ）

県平均点を
上回る件数

県平均点の
120％

（B×1.2）

県平均点の
120％を

上回る件数

全医療機関数
の8％

（Ａ×0.08）

対象
医療機関数

全医療機関数
の4％

（Ａ×0.04）

対象
医療機関数

18 6,213 11 7,455.6 9 1 1 1 1

175 980 84 1,176.0 26 14 14 7 1

94 1,301 29 1,561.2 15 8 5 4 1

18 1,043 7 1,251.6 4 1 1 1 1

38 2,432 10 2,918.4 3 3 1 2 0

42 1,170 16 1,404.0 10 3 3 2 0

53 1,515 5 1,818.0 3 4 2 2 0

24 623 8 747.6 3 2 2 1 0

4 1,062 2 1,274.4 0 0 0 0 0

22 1,095 6 1,314.0 1 2 0 1 0

40 1,026 14 1,231.2 9 3 3 2 2

32 680 11 816.0 2 3 0 1 0

560 44 32 24 6

655 52 40 28 10

全医療機関数
（Ａ）

県平均点
（Ｂ）

県平均点を
上回る件数

県平均点の
120％

（B×1.2）

県平均点の
120％を

上回る件数

全医療機関数
の8％

（Ａ×0.08）

対象
医療機関数

全医療機関数
の4％

（Ａ×0.04）

対象
医療機関数

404 1,231 215 1,477.2 78 32 29 16 14

494 1,004 210 1,204.8 137 40 40 20 20

7．小児科

6．精神・神経科

5-1．内科
(人工透析有以外(その
他))

佐賀県

1．一般病院

2．精神病院

3．臨床研修指定病院
    大学附属病院
    特定機能病院

薬　　局

歯　　科

医 科 合 計

8．外科

14．耳鼻咽喉科

類型区分

令和７年度　指導対象保険医療機関数

（集団的個別指導）

医科

類型区分

病
院

9．整形外科

類型区分

診
療
所

診 療 所 計

13．眼科

病　院　計

5-2．内科
(人工透析有以外(在
宅))

12．産婦人科

11．泌尿器科

10．皮膚科

4．内科
(人工透析有)
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（指－１２）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

１．一般病院 0 1 0 0 2 0 0 3

2．精神病院 0 0 0 0 1 0 0 1

3．臨床研修指定病院
    大学附属病院
    特定機能病院

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 3 0 0 4

4．内科
(人工透析有)

0 0 0 0 1 0 0 1

5-1．内科
(人工透析有以外(その
他))

0 0 0 0 1 0 0 1

5-2．内科
(人工透析有以外(在
宅))

0 0 0 0 1 0 0 1

6．精神・神経科 0 0 0 0 1 0 0 1

7．小児科 0 0 0 0 0 0 0 0

8．外科 0 0 0 0 0 0 0 0

9．整形外科 0 0 0 0 0 0 0 0

10．皮膚科 0 0 0 0 0 0 0 0

11．泌尿器科 0 0 0 0 0 0 0 0

12．産婦人科 0 0 0 0 0 0 0 0

13．眼科 0 0 0 0 2 0 0 2

14．耳鼻咽喉科 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 0 0 6

0 1 0 0 9 0 0 10

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

0 2 0 0 12 0 0 14

0 3 0 0 17 0 0 20

〈指導大綱第４の４〉

　①　支払基金等、保険者、被保険者等から診療内容又は診療報酬の請求に関する情報の提供があり、都道府県個別指導が必要と認められた保険医療機関等

　②　個別指導の結果、第７の１の（２）に掲げる措置が「再指導」であった保険医療機関等又は「経過観察」であって、改善が認められない保険医療機関等

　③　監査の結果、戒告又は注意を受けた保険医療機関等

　④　集団的個別指導の結果、指導対象となった大部分の診療報酬明細書について、適正を欠くものが認められた保険医療機関等

　⑤　集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、なお高点数保険医療機関等に該当するもの（ただし、集団的個別指導を受けた

　　　　後、個別指導の選定基準のいずれかに該当するものとして個別指導を受けたものについては、この限りでない。）

　⑥　正当な理由がなく集団的個別指導を拒否した保険医療機関等

　⑦　その他特に都道府県個別指導が必要と認められる保険医療機関等

令和７年度　個別指導対象保険医療機関数（内訳）

医科

類型区分
指導大綱第４の４

対象
医療機関数

病
院

病　院　計

診
療
所

佐賀県

医 科 合 計

指導大綱第４の４
対象

医療機関数

歯　　科

診 療 所 計

薬　　局

類型区分
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